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平
成
26
年
9
月
定
例
会
は
、
9
月
4
日
か
ら
12
日
ま

で
9
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

今
定
例
会
で
は
、
25
年
度
決
算
を
審
査
の
上
認
定
し
、

25
年
度
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
22
件
、
補
正
予
算
7

件
、条
例
の
制
定
2
件
、条
例
の
改
正
2
件
、請
願
4
件
、

追
加
と
し
て
、
同
意
1
件
、
議
員
発
議
で
意
見
書
が
提

出
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可
決
17
件
と
否
決
1
件
が
採

択
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
は
、
5
日
に
6
人
の
議
員
が
登
壇
し
、
町

政
へ
の
提
案
、
疑
問
を
問
い
質
し
ま
し
た
。

対 前 年 比 1.3 ％ 減

を 認 定！
決 算 議 会

９月定例会

一般会計
歳入総額	 101億 4007万 6612円
歳出総額	 91億 6113万 7679円

差 引 額 9 億 7893 万 8933 円

一般会計
町民 1 人当たり

約 66 万円
特別会計を含むと
約 109 万円
使われました
平成26年 4月1日現在

人口13,841人

歳入合計
101億4007万円

歳出合計
91億6113万円

・商　工　費　1.1%
・議　会　費　0.9%
・労　働　費　0.8%
・災害復旧費　0.4%
計　2億8950万円

地方交付税51.1%
51億7727万円

町税14.5%
14億7056万円

繰越金　8.3%
8億4471万円

国庫支出金6.5%
6億5775万円

県支出金6.1%
6億2352万円

諸収入1.4%
1億4110万円

町債6.0％
6億430万円

地方消費税交付金1.4%
1億4021万円

その他4.7%
4億8065万円

（千円以下切捨て）

（千円以下切捨て）

民生費22.5%
20億6521万円

公債費20.5%
 18億7964万円

総務費15.6%
14億2877万円

教育費11,3%
10億3154万円

衛生費9.1%
8億3096万円

土木費8.2%
7億5505万円

消防費5.4%
4億9352万円

農林水産業費3.0%
2億7586万円

諸支出金1.2%
1億1109万円
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歳出
総額

平 成 2 5 年度 一 般 会 計 決 算

91億6113万円

民生費 公債費 総務費 教育費 衛生費 土木費
障害者、高齢者
等の福祉サービ
ス、保育所、生活
保護などの経費

借りたお金（町
債）の返済にか
かる経費

庁舎や財産の維
持管理、税金の
徴収、戸籍管理
などの経費

学校教育、生涯
学習の充実など
の経費

健康増進、疾病
予防、環境保全
などの経費

道路、河川、公園
など社会資本基
盤整備などの経
費

149，000 円 135，000 円 103，000 円 74，000 円 60，000 円 54，000 円　

●町債（借金）の累積残額
　一般会計	 69億 7210万 6千円
	 　1人当たり　50万 3千円
　特別会計	 71億 7520万 9千円
	 　1人当たり　51万 8千円
　合　　計	 141億 4731万 5千円
	 　1人当たり	102万 2千円

●基金（預金）の累積残額
　預　　金	 56億 1031万1千円	
	 　1人当たり　40万 5千円
＊一人当たりの金額は、	
　平成26年 4月1日現在、人口13,841人による。

※① 経常収支比率とは
　毎年度ある程度決まって支出される経常的な経費に充て
られる一般財源が毎年度決まって入ってくる経常的な一般
財源総額中、どれくらいの割合を占めているかを見るもの
で、財政構造の弾力性をはかる上で大変重要な指標です。

※② 経常的とは
　歳出面でいえば建設的事業や単年度で取り組むような臨
時的な事業を除いた部分。家庭に例えれば、日常的に必要な
光熱水費や食事などが経常的経費なら、家の増改築やマイ
カーの購入費などは臨時的な経費といえます。

○ある一定の家計の収入に対し、光熱水費などは生活する
上で絶対に必要なものとして計上されます。

　そして、この生活上の必要経費が、収入に占める割合が低
ければ低いほど、家庭の財源に余裕が生まれます。

　この余裕が、町財政に置き換えたときの「弾力性」です。

　

決
算
審
査
は
、地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、町
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
各
会
計
の
決
算

に
つ
い
て
詳
細
に
審
査
を
実
施
し
た
。

　

歳
入
面
に
つ
い
て
は
、自
主
財
源
の
町
税
が
14
・
5
％
で
、依
存
財
源
で
あ
る
地
方
交

付
税
が
51
・
1
％
、国
庫
支
出
金
が
6
・
5
％
、県
支
出
金
が
6
・
1
％
と
、歳
入
面
の
大

部
分
を
占
め
て
い
る
厳
し
い
状
況
で
あ
る
。地
方
自
治
体
の
財
政
構
造
の
弾
力
性
を
判
断

す
る
た
め
の
指
標
で
あ
る
、経
常
収
支
比
率
※
①
は
72
・
3
％
で
、昨
年
の
73
・
3
％
よ
り

改
善
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、依
然
と
し
て
高
く
、財
政
の
硬
直
化
が
懸
念
さ
れ
る
。

　

歳
出
面
に
つ
い
て
は
、経
常
経
費
で
あ
る
公
債
費
が
20
・
4
％
、人
件
費
が
14
・
5
％
、

補
助
費
等
が
12
・
0
％
を
占
め
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
つ
い
て
、厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
、限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に

活
用
す
る
た
め
、そ
の
事
業
の
必
要
性
、緊
急
性
、投
資
効
果
等
を
十
分
検
討
し
、見
直
し

を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
、職
員
一
人
ひ
と
り
が
、常
日
頃
、そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
す
る
業
務
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、町
政
全
般
に
つ
い
て
、創
意
工
夫
を
重
ね
て
い
た
だ
き
、町
民
が
安
心
し
て
住
め
る
町

づ
く
り
を
進
め
、よ
り
良
い
身
延
町
を
築
い
て
い
た
だ
く
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

財政基盤づくりの
確立を

決 算 審 査 意 見 書
代表監査委員　渡　邉　吉　彦

一般会計、主な目的別歳出のなかみ 下記金額は町民1人当たりを表す（100円以下切捨て）

＊人口は、平成26年 4月1日現在13,841人を使用。

※②
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◎
認
定
第
１
号　

一
般
会
計

　

企
画
費
中
報
償
費　

渡
辺
文
子　

議
員

当
初
予
算
で
５
２
０
万

円
、
10
万
円
減
額
補
正
し
て
、

不
用
額
が
１
６
３
万
円
出
て

い
る
が
そ
の
理
由
は
。

財
政
課
長

結
婚
祝
金
、出
産
祝
金
及

び
就
職
奨
励
金
等
が
対
象
だ

が
当
初
の
見
込
み
よ
り
申
請

が
少
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

◎
認
定
第
１
号  

決
算
附
属
資

　

料
中
繰
越
明
許
費

芦
澤
健
拓　

議
員

翌
年
度
に
繰
り
越
す
べ

き
財
源
、
と
い
う
と
こ
ろ

の
繰
越
明
許
費
、
繰
越
が

３
７
５
０
万
３
９
０
円
と

な
る
。

一
般
会
計
の
最
後
の
ペ
ー

ジ
を
見
る
と
繰
越
明
許
の
合

計
が
１
億
１
７
９
０
万

２
４
５
０
円
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
を
見
れ

ば
い
い
の
か
。

財
政
課
長

最
後
の
ペ
ー
ジ
に
記
載

さ
れ
て
い
る
翌
年
度
繰
越
額

１
億
１
７
９
０
万
２
４
５
０

円
は
、事
業
費
の
総
額
で
あ

る
。

◎
認
定
第
１
号　

芦
澤
健
拓　

議
員

ふ
る
さ
と
納
税
が
最
近
い

ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
話
題
に

な
っ
て
い
る
が
、本
町
の
ふ
る

さ
と
納
税
の
処
理
は
。

財
政
課
長

歳
入
と
し
て
指
定
寄
附
金

と
い
う
形
で
処
理
し
て
い
る
。

○
住
宅
関
係

川
口
福
三　

議
員

収
入
月
額
基
準
が
下
が

っ
た
と
い
う
説
明
が
あ
っ
た

が
、
基
準
額
が
い
く
ら
ま
で

に
な
っ
た
の
か
。

ま
た
２
人
の
職
員
に
対
し

て
の
通
知
を
発
送
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
後

ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
た

の
か
。

建
設
課
長

収
入
超
過
は
、
月
額
20
万

円
が
15
万
８
千
円
に
引
き
下

げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、

役
場
職
員
２
人
が
今
年
度
か

ら
対
象
に
な
っ
た
。

「
す
で
に
収
入
超
過
で
す

よ
」
と
い
う
通
知
は
し
て
あ

る
。

○
和
紙
の
里
運
営
費

川
口
福
三　

議
員

和
紙
の
里
運
営
費
中

賃
金
、
臨
時
職
員
賃
金

が
２
９
９
万
円
。
ま
た
、

そ
の
他
の
賃
金
と
し
て

６
５
２
万
９
千
円
が
計
上
さ

れ
て
い
る
。

現
代
工
芸
美
術
館
の
関
係

で
、
報
酬
と
し
て
２
７
６
万

円
、
臨
時
職
員
賃
金
と
し
て

２
５
６
万
４
４
０
０
円
が
計

上
さ
れ
て
い
る
が
こ
の
賃
金

内
容
は
。

生
涯
学
習
課
長

和
紙
の
里
に
つ
い
て
は
臨

時
職
員
１
人
を
雇
用
し
て
い

る
。
そ
の
者
の
賃
金
の
計
上

で
あ
る
。

そ
の
他
の
賃
金
に
つ
い
て

は
、
パ
ー
ト
職
員
６
人
分
の

賃
金
と
な
っ
て
い
る
。

現
代
工
芸
美
術
館
の
報
酬

に
つ
い
て
は
、
館
長
の
報
酬

で
あ
り
、
賃
金
は
臨
時
職
員

1
人
分
の
賃
金
で
あ
る
。

○
住
宅
関
係

深
澤　

勝　

議
員

住
宅
使
用
料
、
収
入
済

額
、
調
定
額
か
ら
比
較
し
ま

す
と
、
過
年
度
分
も
含
め
て

努
力
を
さ
れ
た
形
跡
が
伺
え

る
が
、
収
入
未
済
額
、
こ
の

中
に
現
年
分
と
過
年
分
が
あ

と
何
世
帯
で
ど
う
い
う
状
況

な
の
か
。

建
設
課
長

住
宅
使
用
料
に
つ
い
て
、

収
入
未
済
額
の
人
数
は
29
人

で
あ
る
。

現
年
、
過
年
の
区
別
は
明

記
し
て
い
な
い
の
で
、
細
か

い
数
字
は
今
は
、
出
な
い
。

○
飯
富
病
院
負
担
金

深
澤　

勝　

議
員

飯
富
病
院
へ
の
負
担
金
、

ま
た
は
補
助
金
、
交
付
税
の

再
配
分
等
が
あ
る
と
思
う
が

ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
、
ど

こ
へ
算
入
し
て
、
決
算
さ
れ

て
い
る
の
か
。

福
祉
保
健
課
長

飯
富
病
院
へ
の
交
付
税
の

配
分
等
は
、
４
款
衛
生
費
に

な
る
。

なかとみ現代工芸美術館

9月のやり取り
質 疑 応 答
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飯
富
病
院
へ
の
町
か
ら

の
支
出
は
、
病
院
及
び
老

健
施
設
起
債
元
利
償
還
金

と
し
て
、
身
延
町
負
担
分

５
８
４
３
万
２
９
４
０
円
と

な
る
。

な
お
、普
通
交
付
税
の
再

配
分
は
、早
川
町
へ
の
負
担

分
と
し
て
、２
７
４
０
万
３
千

円
含
ま
れ
て
い
る
。

○ 

身
延
町
税
条
例
の
一
部
改
正

す
る
条
例

野
島
俊
博　

議
員

26
年
度
の
国
の
税
制
改

正
に
よ
り
、
自
動
車
取
得
税

の
交
付
金
が
減
額
に
な
る

が
、
そ
こ
で
「
軽
自
動
車
税

の
増
税
の
背
景
、
狙
い
に
つ

い
て
」、
ま
た
増
税
が
町
民
、

町
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
。

税
務
課
長

政
府
の
見
解
と
し
て
、
今

回
の
増
税
は
米
国
の
非
関
税

障
壁
の
改
善
を
求
め
て
い
る

自
動
車
税
と
の
登
録
者
の
税

額
の
開
き
を
是
正
し
、
27
年

10
月
に
廃
止
す
る
「
自
動
車

税
取
得
税
の
代
替
要
因
に
一

部
こ
れ
を
充
て
る
」
と
聞
い

て
い
る
。

現
在
、
本
町
の
軽
自
動
車

の
台
数
と
し
て
は
、
登
録
台

数
は
７
３
１
７
台
と
な
っ
て

い
る
。

そ
の
う
ち
三
輪
車
、
四
輪

車
以
上
に
つ
い
て
は
、
増
税

が
27
年
４
月
１
日
以
降
に
購

入
さ
れ
る
新
車
に
限
ら
れ
て

い
る
の
で
、
増
税
に
な
る
も

の
は
二
輪
車
等
１
７
０
０
台

が
該
当
し
、
約
１
９
０
万
円

の
増
額
に
な
る
と
見
込
ん
で

い
る
。

○ 

第
34
条
の
４
中
法
人
税
割
の

引
き
下
げ
に
つ
い
て

渡
辺
文
子
議
員

法
人
税
割
が
ど
の
く
ら
い

引
き
下
げ
ら
れ
る
の
か
。

税
務
課
長

法
人
税
割
の
税
額
、
今
年

の
10
月
１
日
か
ら
事
業
年
度

が
始
ま
る
法
人
に
つ
い
て
、

税
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
。

概
算
で
は
あ
る
が
、
２
・

６
％
と
い
う
金
額
が
ど
の
く

ら
い
に
な
る
か
と
い
う
と
、

法
人
税
割
額
で
６
千
万
円

ぐ
ら
い
に
な
る
の
で
、
そ
の

約
２
割
強
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

◎ 

平
成
26
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
中　

〇
土
木
費
・
住
宅
管
理
費

芦
澤
健
拓　

議
員

補
助
金
６
０
４
万
円
「
身

延
町
建
築
物
耐
震
化
促
進
事

業
補
助
金
、
緊
急
安
全
確
認

大
規
模
建
築
物
耐
震
診
断
」

で
、
下
部
ホ
テ
ル
の
名
前
が

出
た
が
、
こ
の
補
助
金
の
内

容
説
明
を
。

建
設
課
長

昭
和
56
年
５
月
以
前
の
古

い
耐
震
基
準
で
建
て
ら
れ
た

建
物
の
耐
震
改
修
を
促
進
す

る
た
め
、
建
築
物
の
耐
震
改

修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
が

改
正
さ
れ
、
25
年
11
月
25
日

に
施
行
さ
れ
た
。

病
院
、
店
舗
、
旅
館
等
に

つ
い
て
は
３
階
以
上
、
か
つ

床
面
積
の
合
計
５
千
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
が
対
象
。

本
町
で
は
下
部
ホ
テ
ル
が

そ
の
対
象
と
な
り
、
耐
震
診

断
の
た
め
の
補
助
金
と
し

て
、
国
が
６
分
の
２
、
県
が

６
分
の
１
、
町
が
６
分
の
１
、

そ
の
他
国
か
ら
直
接
６
分
の

１
が
補
助
さ
れ
、
所
有
者
の

負
担
は
６
分
の
１
と
な
る
。

○
教
育
費
中
公
民
館
費

芦
澤
健
拓　

議
員

下
山
分
館
建
設
用
地
調
査

測
量
業
務
と
あ
る
が
、
下
山

分
館
は
す
で
建
設
さ
れ
て
い

る
の
に
な
ぜ
こ
こ
で
建
設
用

地
調
査
測
量
業
務
が
入
る
の

か
。

生
涯
学
習
課
長

下
山
分
館
建
設
地
測
量
業

務
の
関
係
で
あ
る
が
、
下
山

分
館
に
つ
い
て
は
、
本
年
４

月
に
竣
工
式
を
迎
え
、
現
在

運
営
し
て
い
る
。

下
山
分
館
の
建
設
時
点

で
の
予
定
地
は
１
０
１
３
３

番
地
で
あ
る
が
こ
れ
は
、
公

図
上
１
筆
と
な
っ
て
お
り
下

山
分
館
建
設
時
、
県
と
の
協

議
に
お
い
て
、
建
築
確
認
の

段
階
に
て
「
事
業
実
施
に
要

し
た
面
積
を
確
定
す
る
よ
う

に
」
と
の
指
導
に
よ
り
計
上

し
た
。

身延地区公民館下山分館

“さあ！議員でチェック”
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議案に対する賛否 
（賛成 :○・反対 :×・棄権△）

深
澤　

勝

赤
池　

朗

田
中
一
泰

広
島
法
明

柿
島
良
行

芦
澤
健
拓

松
浦　

隆

福
與
三
郎

草
間　

天

川
口
福
三

渡
辺
文
子

伊
藤
文
雄

野
島
俊
博

河
井　

淳
●決算認定

　

●
議
長
は
採
決
に
参
加
し
な
い

平成25年度一般会計歳入歳出決算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
平成25年度特別会計歳入歳出決算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
●条例の制定 ＊子ども子育て支援制度スタートに向けて
議案第63号　特定教育・保育施設及び特定地域	
　　　　　　		型保育事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第64号　家庭的保育事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
●税条例の一部を改正する条例
議案第65号	
　・町民税の納税義務者の規定の整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・所得割の課税標準の措置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　・法人税割の税率の規定の整備　　　＊引下げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
　・軽自動車税の税率の引上げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○
　・公益法人に係る町民税の課税の特例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　・軽自動車税（経年車）に対する重課の規定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　・寄付金税額控除における特例控除額の特例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　・軽自動車の税率の特例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
　・一般株式等及び上場株式等に係る個人の町民	
　　税の課税の特例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　・非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税	
　　の所得計算の特例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●条例の一部を改正する条例 ＊地域情報通信施設条例の一部を改正する条例
議案第66号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
●補正予算
議案第67号　平成26年度身延町一般会計補正予算

（第４号）	 ＊増額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第68号　国健康保険特別会計補正予算（第２
号）	 	＊増額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第69号　平成26年度身延町介護保険特別会計
補正予算（第２号）	 ＊増額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第70号　平成26年度身延町介護サービス事業
特別会計補正予算（第１号）	 ＊増額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第71号　平成26年度身延町簡易水道特別	会
計補正予算（第２号）	 ＊増額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第72号　平成26年度身延町農業集落排水事
業特別会計補正予算（第１号）＊増額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第73号　平成26年度身延町下水道事等特別
会計補正予算(２号 )　　　	＊増額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願第 4 号　30人以下学級実現、義務教育費国庫
負担制度拡充を図るための請願 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願第 5 号　手話言語法 (仮称 )の早期制定を求
める請願書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願第 6 号　消費増税の撤回を求める意見書提出
を求める請願書 × × × × × × × × × × ○ × ×

請願第 2 号　憲法解釈の変更による集団的自衛権
行使容認に反対する意見書提出を求
める請願

× × × × × ○ × × × × ○ × ×

同意第 2 号　身延町教育委員会委員の任命 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
発議第 1 号　身延町立中学校新校舎建設推進検討

委員会設置に関する意見書 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × ○ ○
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大
企
業
、
大
金
持
ち
の
た

め
の
政
治
、
そ
の
一
方
で
生

活
が
困
難
な
国
民
を
さ
ら
に

苦
し
め
る
政
治
を
許
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

賛
成　

広
島
法
明
議
員

　
　

自
動
車
取
得
税
の
軽
減
、

ま
た
廃
止
に
伴
う
地
方
譲
与

税
の
減
収
を
担
う
も
の
で
あ

り
、
や
む
を
得
な
い
措
置
で

あ
る
。

▽
認
定
第
1
号

〇 

25
年
度
身
延
町
一
般
会
計

決
算
民
生
費
、
老
人
医
療
費

に
つ
い
て

反
対　

渡
辺
文
子
議
員

　
　

県
が
廃
止
し
た
か
ら
町
も

廃
止
す
る
の
で
は
な
く
、
ど

う
し
た
ら
町
民
の
負
担
を
軽

く
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

賛
成　

野
島
俊
博
議
員

　
　

町
独
自
の
財
源
が
必
要
。

　
　

こ
れ
は
25
年
度
も
論
議
し

議
決
が
な
さ
れ
て
い
る
件
で

あ
る
。

〇 

25
年
度
身
延
町
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計
決
算
に
つ

い
て

反
対　

渡
辺
文
子
議
員

　
　

4
月
か
ら
の
水
道
料

超
過
料
金
の
値
上
げ
分

５
９
９
万
2
千
円
の
増
加
の

決
算
。
公
共
の
福
祉
を
増
進

す
る
と
い
う
考
え
方
を
最
大

限
尊
重
し
な
が
ら
、
運
営
す

べ
き
で
あ
る
。

賛
成　

野
島
俊
博
議
員

　
　

25
年
3
月
定
例
会
に
お
い

て
論
議
さ
れ
、
利
用
者
に
で

き
る
だ
け
負
担
が
か
か
ら
な

い
よ
う
な
形
で
の
値
上
げ
で

賛
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

　
　

こ
の
た
び
の
委
員
会
質
疑

に
お
い
て
も
安
全
・
安
心
、

ま
た
経
費
節
減
へ
の
大
変
な

努
力
が
伺
え
る
。

〇 
25
年
度
身
延
町
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
決
算
つ

い
て

反
対　

渡
辺
文
子
議
員

　
　

75
歳
以
上
の
人
口
増
加

と
、
医
療
費
の
増
加
が
保
険

料
に
直
接
跳
ね
返
る
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
。
お
年
寄
り

い
じ
め
の
制
度
は
廃
止
し
か

な
い
。

賛
成　

野
島
俊
博
議
員

　
　

本
年
3
月
定
例
会
に
お

い
て
論
議
を
さ
れ
た
件
で
あ

る
。
県
下
市
町
村
全
体
が
連

合
し
て
、
み
ん
な
で
維
持
し

て
い
る
も
の
で
大
変
優
れ
た

制
度
で
あ
る
。
連
合
会
に
お

い
て
も
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
を
堅
持
す
る
上
に
お
い

て
、
町
独
自
で
反
対
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

○ 

25
年
度
身
延
町
介
護
保
険

特
別
会
計
決
算
に
つ
い
て

反
対　

渡
辺
文
子
議
員

　
　

家
族
介
護
か
ら
社
会
で
支

え
る
介
護
へ
と
最
初
の
看
板

に
反
し
て
、
介
護
保
険
は
繰

り
返
し
改
悪
さ
れ
、
負
担
増

や
介
護
の
取
り
上
げ
が
進
め

ら
れ
て
き
て
い
る
。

賛
成　

野
島
俊
博
議
員

　
　

こ
の
件
は
、
26
年
3
月
定

例
会
に
お
い
て
論
議
さ
れ
議

決
し
て
い
る
。
要
支
援
は
全

国
で
１
５
０
万
人
余
り
が
認

定
を
受
け
、
そ
の
3
分
の
1

が
要
支
援
を
占
め
、
こ
の
負

担
を
押
し
付
け
ら
れ
る
の
が

市
町
村
で
あ
り
、
少
子
高
齢

化
が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
ほ

ど
苦
し
く
な
っ
て
い
る
。

▽ 
主
旨　

消
費
税
10
％
へ
の

引
上
げ
反
対
の
請
願
を
採
択

し
、
政
府
に
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
。

〇 

消
費
税
増
税
の
撤
回
を
求

め
る
意
見
書
提
出
を
求
め

る
請
願
の
不
採
択
に
つ
い
て

反
対　

渡
辺
文
子
議
員

　
　

低
所
得
者
ほ
ど
負
担
が

重
い
弱
い
者
い
じ
め
の
税
金

で
、
社
会
保
障
財
源
と
し
て

ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

賛
成　

広
島
法
明
議
員

　
　

国
の
政
策
、決
ま
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、そ
の
本
意

を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
、

町
に
つ
い
て
も
地
方
消
費
税

1
億
4
千
万
円
の
歳
入
を
介

護
予
防
や
子
育
て
支
援
等
に

活
用
す
る
こ
と
も
希
望
す
る
。

▽
請
願
第
2
号　

継
続
審
査

〇 

憲
法
解
釈
の
変
更
に
よ
る

集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認

に
反
対
す
る
意
見
書
提
出

を
求
め
る
請
願
に
対
す
る
不

採
択
に
つ
い
て

反
対　

渡
辺
文
子
議
員

　
　

憲
法
を
生
か
し
、
ア
ジ
ア

と
世
界
の
平
和
に
貢
献
す
る

道
こ
そ
日
本
は
進
む
べ
き
で

あ
り
、
憲
法
解
釈
に
よ
る
集

団
的
自
衛
権
行
使
容
認
に
反

対
す
る
請
願
は
採
択
す
べ
き

で
あ
る
。

賛
成　

広
島
法
明
議
員

　
　

本
年
七
月
の
国
家
安
全

保
障
会
議
で
閣
議
決
定
さ
れ

て
お
り
、
首
相
発
言
の
「
日

本
が
外
国
の
戦
争
に
巻
き
込

ま
れ
る
可
能
性
は
断
じ
て
な

い
」
と
い
う
言
葉
を
信
じ
る
。

▽
発
議
第
1
号

 

・
提
出
者　

赤
池　

朗 

議
員

 

・
賛
成
者　

伊
藤
文
雄 

議
員

 

・
賛
成
者　

深
澤　

勝 

議
員

◎ 

身
延
町
立
中
学
校
新
校
舎

建
設
推
進
検
討
委
員
会
設

置
に
関
す
る
意
見
書

〇
提
案
理
由　

　

23
年
9
月
身
延
町
議
会
で

議
決
さ
れ
た
1
中
3
小
の

学
校
統
合
は
、
統
合
後
の

使
用
す
る
中
学
校
が
当
面
、

身
延
町
の
南
端
に
位
置
す

る
身
延
中
学
校
と
位
置
づ

け
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、

保
護
者
会
に
お
い
て
は
通

学
距
離
通
学
時
間
等
の
不

安
を
不
同
意
の
最
大
の
理

由
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
を
同
意
し
て
い
た
だ

く
た
め
に
町
の
中
央
に
新

し
い
中
学
校
建
設
に
向
け
、

身
延
中
学
校
建
設
推
進
検

討
委
員
会
を
早
い
時
期
に

立
ち
上
げ
、
早
期
建
設
の

推
進
に
努
め
る
よ
う
強
く

求
め
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

議
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。

▽
議
案
第
65
号

　

  

身
延
町
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

〇
法
人
税
割
の
改
正

反
対　

渡
辺
文
子
議
員

　
　

福
祉
の
た
め
で
な
く
法
人

税
減
税
の
補
て
ん
の
た
め
に
使

わ
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

賛
成　

広
島
法
明
議
員　

　
　

地
方
交
付
税
の
原
資
と
な

り
町
に
も
地
方
交
付
税
と
し

て
交
付
さ
れ
、地
方
間
の
税

源
の
偏
在
性
が
是
正
さ
れ
る
。

〇 

原
動
機
付
き
自
転
車
や
軽

自
動
車
税
の
引
き
上
げ

反
対　

渡
辺
文
子
議
員 討論
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総務産業建設常任委員会

委員長　柿　島　良　行

地
方
交
付
税
算
定
替
え
の
交
付
基
準
は

平
成
27
年
度
か
ら
５
年
間
で
約
10
億
円
減
額

問

答

【
現
地
調
査
】

● 
中
部
横
断
自
動
車
道
建
設
現

場
（
醍
醐
山
ト
ン
ネ
ル
）

● 

デ
マ
ン
ド
交
通
運
行
未
実
施

場
所
（
下
部
地
内
）

◎ 

25
年
度
一
般
会
計
決
算

税
務
課
関
係

　
問　

個
人
住
民
税
が
減
少
し
て

い
る
原
因
は
何
か
。

答　

人
口
減
少
の
ほ
か
、
医
療

費
控
除
等
の
控
除
申
告
が
多

く
な
っ
た
の
も
一
つ
の
原
因
。

問　

税
収
を
上
げ
る
具
体
策

と
、
滞
納
者
へ
の
指
導
は
。

答　

滞
納
整
理
機
構
と
協
力

し
、
徴
収
の
強
化
、
ま
た
納

税
相
談
で
実
情
を
聞
き
な
が

ら
、
誓
約
分
納
も
勧
奨
し
て

い
る
。

問　

コ
ン
ビ
ニ
納
付
の
現
状

は
。

答　

軽
自
動
車
税
は
36
・
４
パ

ー
セ
ン
ト
、固
定
資
産
税
も

１
割
が
コ
ン
ビ
ニ
納
付
で
、県

外
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

財
政
課
関
係

問　

交
付
税
の
算
定
基
準
は
。

答　

そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
計

算
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
、需

要
額
と
収
入
額
と
の
差
額
を

交
付
税
と
し
て
措
置
さ
れ
る
。

問　

交
付
税
算
定
替
え
の
基
準

は
。

答　

合
併
し
て
10
年
間
は
旧
町

ご
と
に
計
算
し
た
額
の
合
計

額
が
交
付
さ
れ
る
が
、
11
年

目
の
27
年
度
か
ら
は
旧
町
毎

の
額
と
、
新
町
で
計
算
さ
れ

た
額
の
差
額
を
５
年
間
で
減

額
さ
れ
、
そ
の
額
は
約
10
億

円
と
な
る
。

総
務
課
関
係

問　

簡
易
郵
便
局
は
、
黒
字
経

営
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
様

な
事
業
は
今
後
も
積
極
的
に

導
入
す
べ
き
で
は
。

答　

今
年
度
予
算
で
も
共
和
郵

便
局
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、

地
元
か
ら
雇
用
す
る
予
定
。

問　

消
防
団
配
備
の
携
帯
無
線

機
の
使
用
方
法
は
。

答　

基
本
的
に
は
緊
急
出
動
時

に
携
行
し
て
も
ら
い
、
現
場

内
で
の
通
信
手
段
と
し
て
使

用
す
る
。

　
　

先
日
の
防
災
訓
練
で
も
部

と
分
団
本
部
と
の
連
絡
に
非

常
に
有
効
だ
と
評
価
さ
れ
た
。

問　

電
波
は
ど
の
く
ら
い
飛
ぶ

の
か
。
ま
た
、
防
災
行
政
無

線
の
施
設
を
中
継
と
し
て
利

用
で
き
な
い
か
。

答　

出
力
に
限
り
が
あ
り
、
主

に
現
場
内
使
用
と
し
て
い
る

の
で
、
防
災
行
政
無
線
の
施

設
は
利
用
で
き
な
い
。

政
策
室
関
係

問　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
助
成
事

業
の
内
容
は
何
か
。

答　

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報

事
業
で
、元
町
区
の
祭
典
用

品（
法
被
・
太
鼓
・
提
灯
）購

入
の
助
成
で
、助
成
品
に
宝

ク
ジ
の
マ
ー
ク
を
入
れ
る
の

が
条
件
に
な
っ
て
い
る
。

問　

丸
滝
の
分
譲
地
が
３
区
画

売
れ
た
と
聞
い
た
が
。

答　

２
区
画
が
契
約
済
み
で
、

１
区
画
は
融
資
待
ち
。

問　

分
譲
地
を
購
入
し
た
方
は

町
内
者
か
、
町
外
者
か
。

答　

契
約
済
み
の
２
件
と
も
町

内
（
身
延
地
区
）
の
方
。

問　

田
舎
暮
ら
し
体
験
施
設
の

利
用
者
は
、
そ
の
後
身
延
町

へ
移
住
し
た
か
。

答　

最
初
の
利
用
者
が
昨
年
８

消防団配備の「携帯無線機」

レポート
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９ 月
定 例 会

月
に
利
用
を
始
め
、来
年
３

月
ま
で
が
利
用
期
間
で
あ
り
、

今
後
移
住
す
る
か
は
不
明
。

問　

Ｐ
Ｒ
用
の
年
賀
状
の
売
り

上
げ
は
。

答　

一
万
枚
で
50
万
円
売
り
上

げ
た
。
町
の
Ｐ
Ｒ
に
は
良
い

手
段
だ
と
思
わ
れ
る
。

下
部
支
所
関
係

問　

泉
源
影
響
関
係
監
視
調
査

は
、
分
湯
開
始
か
ら
10
年
が

経
過
す
る
の
で
、
状
況
が
安

定
し
て
い
る
な
ら
ば
調
査
の

見
直
し
時
期
で
は
な
い
か
。

答　

既
存
泉
源
所
有
者
と
協
議

し
た
上
で
、
今
後
の
対
応
を

図
る
。

身
延
支
所
関
係

問　

高
齢
者
保
養
施
設
「
門
野

の
湯
」
の
重
油
代
が
高
騰
し

た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
業

者
選
定
は
町
内
か
。

答　

町
内
業
者
か
ら
購
入
し
て

い
る
。

問　

重
油
代
節
減
対
策
と
し

て
、
大
量
に
一
括
購
入
で
き

な
い
か
。

答　

一
回
１
０
０
０
リ
ッ
ト
ル

前
後
で
購
入
し
て
い
る
。
タ

ン
ク
の
容
量
や
進
入
路
が
狭

い
こ
と
も
あ
り
、
大
量
の
一

括
購
入
は
困
難
で
あ
る
。

問　

電
力
量
節
減
の
た
め
、
電

力
供
給
先
の
変
更
等
は
検
討

し
て
い
る
か
。

答　

財
政
課
に
よ
る
町
全
体
の

見
直
し
に
よ
り
、
身
延
支
所

は
昨
年
９
月
か
ら
、
門
野
の

湯
は
本
年
４
月
か
ら
電
力
供

給
契
約
の
変
更
を
行
っ
た
。

　
　

町
内
公
共
施
設
で
、
高
圧

受
電
契
約
締
結
施
設
の
内
、

軽
減
で
き
る
28
施
設
に
つ
い

て
は
、
す
べ
て
変
更
し
て
い

る
。土

地
対
策
課
関
係

問　

地
籍
調
査
で
境
界
が
決
ま

ら
な
い
と
法
務
局
へ
提
出
で

き
な
い
の
か
。

　
　

提
出
判
断
の
目
途
は
ど
の

く
ら
い
か
。

答　

筆
界
未
定
で
提
出
す
る
。

提
出
は
3
年
を
目
途
に
考
え

て
い
る
。

環
境
下
水
道
課
関
係

問　

南
部
町
の
ゴ
ミ
受
入
れ
前

と
後
の
本
町
の
峡
南
衛
生
組

合
へ
の
負
担
金
の
状
況
は
。

答　

23
年
度
負
担
金
は
２
億

　

１
０
０
０
万
円
。

　
　

24
年
度
は
約
２
千
万
円
少

な
い
、１
億
９
０
０
０
万
円

で
あ
る
。

産
業
課
関
係

問　

青
年
就
農
給
付
金
は
一
人

年
１
５
０
万
円
で
最
長
5
年

間
給
付
で
き
る
と
あ
る
が
人

数
は
何
人
か
。

答　

一
人
で
、
就
農
時
の
条
件

は
年
齢
45
歳
未
満
で
所
得
が

２
５
０
万
円
以
下
の
方
で
あ

る
。観

光
課
関
係

問　

緊
急
雇
用
創
出
事
業
で
行

っ
た
町
特
産
品
6
次
産
業
化

事
業
の
、
内
容
と
評
価
は
。

答　

あ
け
ぼ
の
大
豆
の
栽
培
・

加
工
・
販
売
を
強
化
し
、
流

通
を
活
性
化
す
る
た
め
の
事

業
で
、
評
価
は
耕
作
面
積
と

販
売
先
が
増
加
し
た
。

建
設
課
関
係

問　

近
い
将
来
、
町
営
住
宅
を

8
団
地
解
体
予
定
と
の
事
だ

が
解
体
し
た
跡
地
は
ど
う
す

る
の
か
。

答　

町
営
住
宅
の
8
団
地
は
民

間
か
ら
借
地
し
て
お
り
、
解

体
後
は
更
地
に
し
て
返
す
予

定
で
あ
る
。

問　

若
い
世
代
が
町
に
残
る
よ

う
な
住
宅
施
策
に
つ
い
て
担

当
課
と
し
て
の
考
え
は
。

答　

住
宅
の
ス
ト
ッ
ク
計
画
が

あ
り
、
県
営
住
宅
等
の
空
き

状
況
を
考
慮
し
な
が
ら
計
画

し
て
い
る
。
今
後
は
所
得
制

限
が
な
い
町
有
住
宅
の
建
設

も
考
え
る
。

高齢者保養施設「門野の湯」

委 員 会
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教育厚生常任委員会

委員長　芦　澤　健　拓

町
の
保
育
は
、
新
制
度
に
よ
り
変
わ
る
か

町
の
保
育
運
営
は
、
特
に
変
わ
ら
な
い

問

答

【
現
地
調
査
】

◎ 
中
部
横
断
自
動
車
道
建
設
現

場
（
醍
醐
山
ト
ン
ネ
ル
）

　
◎
町
内
中
学
校

　

●
下
部
中
学
校

　

●
久
那
土
中
学
校

　

●
中
富
中
学
校

　

●
身
延
中
学
校

〇
条
例
制
定

・身
延
町
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事

業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例

・身
延
町
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
を

定
め
る
条
例

問　

旧
制
度
で
は
認
定
手
続
き

が
複
雑
で
あ
っ
た
が
、
新
制

度
に
よ
り
簡
略
化
さ
れ
た
。

こ
の
意
図
は
何
か
、
身
延
町

の
保
育
は
こ
の
制
度
に
よ
り

変
わ
る
か
。

答　

新
制
度
に
よ
り
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
認
可

は
、
認
定
こ
ど
も
園
法
に
よ

る
認
可
の
み
と
な
っ
た
。
財

政
支
援
も
内
閣
府
に
一
本
化

さ
れ
た
、
国
で
は
認
定
子
ど

も
園
の
増
加
に
よ
る
待
機
児

童
の
減
少
を
目
標
と
し
て
い

る
。
町
の
保
育
施
設
の
運
営

に
特
に
影
響
は
な
い
。

▽
25
年
度
一
般
会
計
決
算

水
道
課
関
係

問　

町
営
小
規
模
水
道
施
設
の

水
質
検
査
の
内
容
は
。

答　

毎
月
浄
水
９
項
目
検
査
、

年
一
回
原
水
全
項
目
検
査
、

嫌
気
性
指
標
菌
検
査
を
実
施

し
て
い
る
。

福
祉
保
健
課
関
係

問　

本
町
の
障
害
者
数
は
何
人

か
。

答　

手
帳
の
所
持
者
数
で
「
身

体
障
害
者
手
帳
８
２
１
人
」

「
療
養
手
帳
１
１
６
人
」「
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
０
１
人
」
９
月
１
日
現
在

で
あ
る
。

問　

母
子
保
健
費
の
扶
助
費
で

不
用
額
が
出
て
い
る
が
。

答　

不
妊
治
療
費
の
助
成
金

で
25
年
度
は
３
件
の
み
の
助

成
、
今
後
は
助
成
事
業
の
周

知
に
努
め
る
。

生
涯
学
習
課
関
係

問　

な
か
と
み
現
代
工
芸
美
術

館
で
、
昨
年
度
開
催
し
た
企

画
展
と
そ
れ
ど
れ
の
入
館
者

数
は
。

答　
「
小
原
和
紙
展
」
有
料
入

館
者
４
０
１
人
、
無
料
入
館

者
５
７
８
人
。「
中
国
の
凧

展
Ⅱ
」
有
料
２
５
０
人
、
無

料
９
６
２
人
。「
会
津
工
芸

展
」
有
料
４
５
５
人
、
無
料

２
５
９
人
。「
日
本
現
代
工

芸
美
術
展
」
有
料
５
２
３
人
、

無
料
３
８
７
人
。

中部横断自動車道醍醐山トンネルより
「仮称身延インター」建設工事状況写真

レポート
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問　

な
か
と
み
現
代
工
芸
館
売

上
げ
収
入
の
内
容
は
。

答　

企
画
展
で
作
成
し
た
図
録

等
刊
行
物
で
あ
る
。

問　

遅
沢
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ

場
の
管
理
を
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
に
委
託
し
て
い
る

が
、
体
育
施
設
費
の
中
に
委

託
料
が
計
上
し
て
な
い
が
、

ど
こ
で
処
理
し
て
い
る
の

か
。

答　

労
働
諸
費
委
託
料
と
し
て

支
出
し
て
い
る
。

問　

旧
下
山
分
館
は
解
体
す
る

方
針
で
は
な
い
の
か
。

答　

旧
下
山
分
館
は
土
地
が
脆

弱
な
た
め
、
解
体
と
な
る
と

造
成
に
費
用
が
多
額
と
な
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
　

よ
っ
て
、
建
物
・
敷
地
を

併
せ
て
売
却
す
る
こ
と
で
経

費
節
減
が
可
能
な
こ
と
か

ら
、
ま
ず
売
却
に
つ
い
て
進

め
、
状
況
に
よ
り
再
度
解
体

を
検
討
す
る
方
針
で
あ
る
。

学
校
教
育
課
関
係

問　

用
務
員
の
勤
務
時
間
及
び

賃
金
形
態
は
。

答　

勤
務
時
間
は
各
学
校
で
決

め
て
い
る
、
賃
金
は
日
給
制

で
あ
る
。

問　

遠
距
離
通
学
費
補
助
金
の

内
容
は
。

答　

基
準
と
な
る
通
学
距
離
を

超
え
て
公
共
交
通
機
関
で
通

学
す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護

者
に
補
助
金
と
し
て
交
付
す

る
。

子
育
て
支
援
課
関
係

問　

民
間
保
育
士
の
処
遇
改
善

の
た
め
12
月
補
正
予
算
の
成

果
は
。

答　

県
の
補
助
事
業
で
、
民
間

の
保
育
士
賃
金
に
上
乗
せ
し

て
支
払
う
も
の
で
、
保
育
所

か
ら
関
係
書
類
が
提
出
さ
れ

て
い
る
。

問　

小
規
模
保
育
事
業
※
は
身

延
町
に
あ
る
の
か
。

答　

現
在
、
本
町
に
該
当
す
る

施
設
は
な
い
。

　
　

将
来
的
な
可
能
性
も
あ
り

制
定
す
る
。

※
小
規
模
保
育
事
業
と
は
？

　
　

０
〜
３
歳
未
満
児
を
対

象
と
し
た
、
定
員
が
６
人

以
上
19
人
以
下
の
少
人
数

で
行
う
保
育
で
す
。

　
　

一
人
の
保
育
ス
タ
ッ
フ
が

担
当
す
る
子
ど
も
の
数
が

少
な
い
た
め
、
手
厚
く
子
ど

も
の
発
達
に
応
じ
た
質
の

高
い
保
育
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

町
民
課
関
係

問　

県
単
老
人
医
療
制
度
は
、

来
年
度
か
ら
廃
止
に
な
る
が

代
替
え
と
し
て
特
別
な
対
策

は
。

答　

特
別
な
対
策
は
考
え
て
い

な
い
。
財
源
確
保
の
必
要
性

も
あ
り
、
他
市
町
村
の
状
況

や
関
係
者
の
意
見
を
聞
く
中

で
、
調
査
・
研
究
し
て
い
き

た
い
。

▽
25
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

　

特
別
会
計
決
算

問　

滞
納
額
が
数
年
前
と
比
べ

多
く
な
っ
て
い
る
が
、
徴
収

対
策
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い

る
か
。

答　

今
年
度
よ
り
、
滞
納
者
に

対
し
て
は
督
促
状
を
発
送
す

る
な
ど
、
滞
納
者
対
策
の
強

化
に
努
め
て
い
る
。

生
涯
学
習
課
関
係

▽ 

25
年
度
青
少
年
自
然
の
里

　

特
別
会
計
決
算

問　

自
然
の
里
行
政
評
価
結
果

が
報
道
さ
れ
た
が
町
の
対
応

は
。

答　

評
価
結
果
の
内
容
は
、
町

へ
の
委
託
を
見
直
す
大
変
厳

し
い
内
容
。
年
度
内
に
方
針

を
決
定
す
る
た
め
県
と
協
議

す
る
。

旧身延地区公民館下山分館

委 員 会９ 月
定 例 会
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町長行政報告

26
年
度
普
通
交
付
税
決
定

前
年
比
1
・
9
％
減
、45
億
１
１
１
３
万
円

冒
頭
、
広
島
市
安
佐
南
区
、
安

佐
北
区
の
両
区
で
発
生
し
た
局

地
的
豪
雨
に
よ
る
土
砂
災
害
に

よ
り
、
亡
く
な
ら
れ
た
多
く
の

方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る

と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た
方
々

に
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
、
一

日
も
早
く
復
興
す
る
こ
と
を
ご

祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

●
災
害
か
ら
学
ぶ

　

災
害
か
ら
被
害
を
最
小
限
に

食
い
止
め
る
に
は
、
行
政
は
も

と
よ
り
、
住
民
一
人
ひ
と
り
が

防
災
意
識
を
持
ち
、
地
域
が
一

体
と
な
っ
て
防
災
に
取
り
組
む

こ
と
で「
減
災
」が
可
能
に
な
る
。

●
26
年
度
の
普
通
交
付
税
が

決
定
。

　

本
町
の
普
通
交
付
税
額
は
、

前
年
度
決
算
額
と
比
較
し
て

て
８
９
２
２
万
４
千
円
少
な
い

45
億
１
１
１
３
万
４
千
円
で
あ

っ
た
。
26
年
度
に
合
併
算
定
替

え
が
終
了
す
る
と
、
27
年
度
か

ら
さ
ら
に
普
通
交
付
税
縮
減
が

始
ま
る
。

　

予
算
額
の
約
半
分
を
交
付
税

が
占
め
て
い
る
本
町
で
は
、今
後

と
も
財
政
運
営
の
健
全
化
に
努

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
町
の
シ
ン
ボ
ル
制
定

　

本
町
は
、９
月
13
日
で
合
併

10
周
年
を
迎
え
る
。こ
の
記
念

す
べ
き
節
目
に
、町
で
は
、選
定

し
て
頂
い
た
内
容
を
基
に
検
討

し
た
結
果
、町
の
木
は
、「
シ
ダ

レ
ザ
ク
ラ
」、町
の
花
は
、「
ヤ
マ

ユ
リ
」、町
の
鳥
は
、「
ブ
ッ
ポ
ウ

ソ
ウ
」、町
の
昆
虫
は
、「
ホ
タ
ル
」

と
制
定
を
す
る
こ
と
に
決
定
。

●
定
住
促
進
対
策
婚
活
支
援

事
業
に
つ
い
て

　

定
住
促
進
対
策
婚
活
支
援
事

業
は
、
第
１
弾
と
し
て
、
６
月

に
「
下
部
温
泉
郷
で
フ
ッ
ト
パ

ス
＆
ホ
タ
ル
観
賞
」、
第
２
弾
、

９
月
13
日
に
「
ふ
ら
っ
と
婚
活

み
の
ぶ
旅　

門
前
町
か
ら
身
延

山
ゆ
る
ー
く
散
策
」、
第
３
弾

と
し
て
10
月
18
日
に
「
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
・
イ
ン
・
み
の
ぶ　

の

ん
び
り
竜
ヶ
岳
で
婚
活
」、
11

月
30
日
に
第
４
弾
と
し
て
「
西

嶋
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
灯
de
婚

活
」
を
計
画
。

●
身
延
町
指
定
有
形
文
化
財

の
指
定
に
つ
い
て

　

身
延
山
久
遠
寺
所
有
の
、

「
刺
し
し
ゅ
う繍
釈し
ゃ
か迦
三さ
ん
ぞ
ん
ぞ
う

尊
像
」
が
文
化

財
保
護
審
議
会
か
ら
の
答
申
を

受
け
、
７
月
に
開
催
さ
れ
た
教

育
委
員
会
で
、
身
延
町
有
形
文

化
財
（
工
芸
品
）
と
し
て
指
定

さ
れ
た
。

　

十
四
世
紀
（
鎌
倉
〜
室
町
時

代
）
頃
に
制
作
さ
れ
た
と
み
ら

れ
、
絹
の
刺し
し
ゅ
う繍
が
施
さ
れ
保
存

状
態
も
よ
く
、
技
法
も
そ
の
時

代
の
最
高
水
準
に
あ
る
と
言
え

る
大
変
貴
重
な
遺
品
と
云
え
る
。

　

９
月
19
日
か
ら
10
月
19
日
の

間
、
久
遠
寺
宝
物
館
に
お
い
て

一
般
公
開
が
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
防
災
訓
練
に
学
ぶ

　

災
害
発
生
、
地
域
を
守
っ
て

い
く
絆
が
一
番
大
切
だ
と
考
え

る
。
自
助
、
共
助
と
し
て
、
自

ら
地
域
の
た
め
に
何
が
で
き
る

か
な
ど
、
有
事
の
際
に
機
能
す

る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
構

築
を
お
願
い
す
る
。

町のシンボル制定
　町の木「しだれ桜」

（写真は身延山久遠寺境内於）

望
月
仁
司 

町
長
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ここが聞きたい！

野島　俊博 議員

目
指
す
学
校
像
は

社
会
性
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
学
校

問　

小
中
学
校
統
廃
合
に
よ

り
、
目
指
す
学
校
像
、
児
童・

生
徒
像
、
教
師
像
は
。

教
育
委
員
長　

目
指
す
の
は
、

一
定
の
児
童
・
生
徒
数
に
よ

っ
て
、
社
会
性
を
身
に
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
学
校
像
だ

と
考
え
る
。

　
　

児
童
・
生
徒
像
に
あ
っ
て

は
、
社
会
と
い
う
集
団
の
一

員
と
し
て
自
覚
し
、
共
存
共

生
を
図
る
、
そ
う
い
う
力
を

求
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
い

い
と
思
う
。

　
　

教
師
像
は
統
合
を
機
に
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
児
童
・
生

徒
に
学
び
の
き
っ
か
け
を
教

え
る
と
と
も
に
、
集
団
の
中

の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

さ
せ
、
個
々
の
児
童
・
生
徒

に
対
し
て
、
一
定
の
責
任
を

持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
る
。

問　

保
護
者
や
地
域
住
民
か
ら

の
意
見
を
ど
の
よ
う
に
統
廃

合
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
。

教
育
長　

い
ず
れ
の
統
合
も
吸

収
統
合
で
は
な
く
、
新
設
統

合
で
あ
る
の
で
、
保
護
者
、

地
域
代
表
、
教
員
に
よ
る
自

由
活
発
な
議
論
・
意
見
は
、

教
育
委
員
会
は
こ
れ
を
調
整

し
つ
つ
も
、
最
大
限
尊
重
す

る
。

　
　

具
体
的
に
は
校
名
、
校
歌
、

校
章
、
教
育
課
程
、
部
活
動
、

通
学
方
法
、
校
舎
の
改
修
、

教
育
施
設
設
備
の
充
実
へ
の

意
見
な
ど
の
反
映
が
考
え
ら

れ
る
。

問　

大
河
内
小
で
の
不
同
意
の

理
由
と
し
て
「
統
廃
合
に
反

対
で
は
な
い
が
、
身
延
小
使

用
に
は
反
対
」
の
意
見
が
多

い
。
統
廃
合
後
の
使
用
校
舎

を
身
延
小
と
す
る
理
由
は
。

学
校
教
育
課
長　

小
・
中
・
高

と
児
童
生
徒
が
一
体
と
な
っ

て
文
教
地
区
を
形
成
す
る

教
育
環
境
の
好
ま
し
さ
に
あ

る
。

　
　

初
等
教
育
で
あ
る
小
学

校
・
中
学
校
に
加
え
、
高
校

が
隣
接
す
る
こ
と
で
６
歳
か

ら
18
歳
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な

発
達
段
階
に
あ
る
子
ど
も
た

ち
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
好

影
響
を
及
ぼ
し
あ
う
こ
と
は

間
違
い
な
い
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。

問　

学
校
統
廃
合
を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
・
デ

メ
リ
ッ
ト
、
そ
の
対
応
策
は
。

一
、
教
育
効
果
に
つ
い
て

教
育
長　

グ
ル
ー
プ
学
習
、
体

育
、
音
楽
、
運
動
会
や
学
園

祭
な
ど
の
学
校
行
事
や
部
活

動
な
ど
は
、
一
定
規
模
の
集

団
に
よ
っ
て
効
果
の
高
い
教

育
活
動
が
可
能
。

　
　

ま
た
教
育
基
本
法
の
目
標

を
引
く
ま
で
も
な
く
、
多
様

な
人
間
関
係
を
通
し
て
個
を

確
立
す
る
と
と
も
に
社
会
性

が
身
に
付
く
と
い
う
こ
と
も

あ
る
。

　
　

デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
教
職
員

に
よ
る
児
童
生
徒
へ
の
一
人

ひ
と
り
へ
の
学
習
面
・
生
活

面
で
の
把
握
が
難
し
い
と
い

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

過
少
規
模
の
解
消
を
目
指
し

て
い
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
た
め
に
、
デ
メ
リ
ッ
ト

が
生
じ
る
と
は
考
え
て
い
な

い
。

二
、
児
童
・
生
徒
の
人
間
関
係
、

学
習
環
境
は

教
育
長　

統
合
に
よ
る
児
童
生

徒
の
心
身
に
わ
た
る
影
響
に

つ
い
て
は
、
細
心
の
注
意
を

払
っ
て
い
く
。

　
　

児
童
生
徒
の
人
間
関
係
、

学
習
環
境
面
で
は
、
個
性
を

尊
重
し
つ
つ
切
磋
琢
磨
し
、

お
互
い
に
高
め
あ
う
こ
と
に

な
る
。
運
動
会
な
ど
の
学
校

行
事
や
部
活
な
ど
で
学
級
間

や
上
・
下
級
生
の
相
互
啓
発

が
活
発
に
な
る
。

三
、
学
校
経
営
に
つ
い
て

教
育
長　

学
校
経
営
ビ
ジ
ョ
ン

の
策
定
に
よ
る
校
長
の
教
育

理
念
の
発
揚
は
保
護
者
数
、

教
職
員
数
、
設
備
、
予
算
な

ど
の
規
模
が
大
き
く
な
る
こ

と
に
よ
り
、
一
層
力
を
得
た

も
の
に
な
る
。

【
そ
の
他
の
質
問
】

●
管
理
運
営
に
つ
い
て

　

① 

財
源
・
経
費
負
担
・
施
設

整
備
に
つ
い
て

●
地
域
と
の
連
携
に
つ
い
て

●
生
涯
学
習
社
会
に
お
け
る
学

校
の
役
割
は
。

●
生
徒
の
安
全
・
安
心
と
ス
ク

ー
ル
バ
ス
に
つ
い
て

一 般 質 問
小中学校統廃合問題

問

答
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問　

小
学
校
と
中
学
校
の
担
任

制
の
違
い
と
、
教
諭
等
の
配

置
基
準
は
。

学
校
教
育
課
長　

小
学
校
は
学

級
担
任
制
で
一
ク
ラ
ス
を
担

任
、
中
学
校
は
教
科
担
任
制

で
教
科
選
任
教
諭
が
受
け
持

ち
専
門
性
が
高
く
な
る
。
教

諭
の
配
当
、
教
職
員
数
は
基

準
に
よ
り
全
学
年
一
学
級
、

全
校
三
学
級
で
は
校
長
以
下

８
人
、
統
合
し
て
一
学
年
三

学
級
、
全
校
九
学
級
で
は
教

職
員
16
人
が
配
置
さ
れ
、
各

教
科
と
も
専
門
的
充
実
が
図

ら
れ
る
。

問　

後
期
統
合
計
画
の
実
現
に

向
け
説
明
会
を
重
ね
て
き
た

が
、結
果
と
し
て
中
学
校
は
不

同
意
２
校
、同
意
１
校
、未
決

１
校
と
の
結
果
を
ど
う
受
け

止
め
、不
同
意
の
保
護
者
会

に
、教
育
委
員
会
は
ど
う
対

応
し
、解
決
し
て
い
く
の
か
。

学
校
教
育
課
長　

教
育
委
員
会

の
今
後
の
対
応
は
、
原
則
と

し
て
説
明
会
を
行
う
予
定
は

な
い
、
今
ま
で
の
説
明
を
ぜ

ひ
ご
理
解
願
い
た
い
。

問　

身
延
中
学
校
校
舎
は
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
３
階
建
て
、

昭
和
46
年
に
建
設
さ
れ
て
い

る
、
耐
用
年
数
と
耐
用
年
数

経
過
後
の
処
置
を
ど
う
考
え

て
い
る
か
。

学
校
教
育
課
長　

身
延
中
学
校

は
築
43
年
目
で
す
、減
価
償

却
資
産
と
し
て
の
耐
用
年
数

は
47
年
と
さ
れ
て
い
る
。耐

用
年
数
は
減
価
償
却
の
た
め

で
あ
り
、物
理
的
な
耐
用
年

数
は
こ
れ
よ
り
長
い
。し
か

し
経
年
劣
化
の
一
般
的
な
例

と
し
て
安
全
面
で
は
、外
壁
、

窓
枠
の
落
下
、機
能
面
で
は

雨
漏
り
、
電
気
、
水
道
な
ど

設
備
機
器
の
破
損
が
危
惧
さ

れ
る
。耐
用
年
数
を
超
え
た

然
る
べ
き
時
期
に
大
規
模
改

修
、全
面
改
築
、他
の
場
所
に

新
築
す
る
等
を
検
討
す
る
。

問　

町
の
中
央
に
新
た
な
中
学

校
建
設
を
目
的
と
す
る
、
中

学
校
建
設
推
進
検
討
委
員
会

を
立
ち
上
げ
、
早
急
に
検
討

に
着
手
す
る
こ
と
が
不
同
意

を
払
拭
す
る
唯
一
の
道
で
あ

る
。
検
討
委
員
会
の
立
ち
上

げ
と
、
中
学
校
建
設
に
つ
い

て
の
町
長
の
考
え
は
。

町
長　

教
育
委
員
会
で
は
適
正

審
議
会
の
答
申
に
基
づ
き
当

面
、
既
存
の
校
舎
を
使
用
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
議
会

で
議
決
を
い
た
だ
い
て
い
る

の
も
事
実
で
あ
る
、
中
学
校

統
合
後
に
可
能
な
限
り
速
や

か
に
関
係
者
に
よ
る
検
討
委

員
会
な
る
も
の
を
設
置
に
向

け
教
育
委
員
会
に
働
き
か
け

る
。

問　

中
学
校
建
設
に
必
要
な

財
源
的
内
容
に
つ
い
て
、
補

助
金
制
度
、
起
債
等
の
充
当

内
容
、
学
校
建
設
、
用
地
取

得
等
に
使
え
る
基
金
保
有
高

は
。

学
校
教
育
課
長　

学
校
新
築

事
業
と
し
て
の
国
庫
補
助
率

は
、過
疎
法
の
適
用
で
10
分

の
５
・
５
で
す
、起
債
は
最
も

有
利
な
過
疎
対
策
事
業
債

で
、補
助
残
の
１
０
０
％
充
当

可
能
、元
利
償
還
金
の
70
％

が
基
準
財
政
需
要
額
と
し
て

交
付
税
措
置
さ
れ
る
。な
お

建
設
費
等
と
し
て
使
え
る
基

金
と
し
て
、教
育
施
設
整
備

基
金
が
約
３
億
５
０
０
０
万

円
、公
共
施
設
整
備
等
事
業

基
金
が
約
10
億
９
０
０
０
万

円
の
活
用
も
可
能
で
あ
る
。

「
町
の
中
央
に
」中
学
校
建
設
推
進
検
討
委
員
会
を

統
合
の
結
果
を
検
証
し
て

問

答

学校統廃合問題

深澤　　勝 議員

身延中学校校舎全景

一 般 質 問
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一 般 質 問

問  
統
合
計
画
は
、
保
護
者
の

同
意
・
不
同
意
を
も
と
に
決

定
が
な
さ
れ
た
の
か
。

教
育
長　

保
護
者
会
の
意
思
を

重
く
受
け
止
め
、
現
状
を
考

え
結
論
を
出
し
た
。

問　

原
・
西
島
小
学
校
保
護
者

会
は
、
後
期
統
合
計
画
に
は

不
同
意
で
、
小
学
校
の
み
に

同
意
す
る
と
し
た
。
こ
の
回

答
を
教
育
委
員
会
は
、
ど
の

よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。

学
校
教
育
課
長　

後
期
統
合
計

画
に
対
し
、
全
面
同
意
で
は

な
い
と
思
っ
て
い
る
。

問　

条
件
付
き
は
認
め
な
い
と

し
て
い
た
が
、
原
、
西
島
小

学
校
保
護
者
会
の
同
意
書

を
、
小
学
校
の
み
で
受
理
し

た
の
は
条
件
付
き
を
認
め
た

こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

学
校
教
育
課
長　

関
係
す
る
小

中
学
校
に
は
、情
報
の
共
有

や
協
議
を
し
、後
期
統
合
計

画
に
対
し
同
意
・
不
同
意
を

出
し
て
ほ
し
い
と
説
明
し
た
。

　
　

そ
の
た
め
、
原
、
西
島
小

学
校
保
護
者
会
の
回
答
を

受
理
し
た
。
ま
た
、
不
同
意

の
決
定
に
至
っ
た
保
護
者
の

考
え
を
、
今
後
精
査
す
る
た

め
理
由
書
を
付
し
て
も
ら
っ

た
。
条
件
付
き
を
認
め
な
い

と
し
た
の
は
、
統
合
計
画
が

決
定
さ
れ
た
後
に
、
統
合
時

期
を
先
送
り
す
る
条
件
は
、

認
め
な
い
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

問　

６
月
26
日
の
教
育
委
員
会

臨
時
会
で
審
議
さ
れ
た
際
の

資
料
は
な
に
か
。

学
校
教
育
課
長　

同
意
書
、
不

同
意
書
な
ど
、
事
務
局
が
前

日
ま
で
受
け
取
っ
た
資
料
を

報
告
し
協
議
し
た
。

問　

そ
の
時
点
で
同
意
６
、
不

同
意
３
、
保
留
２
と
な
る
が
、

そ
の
資
料
を
も
と
に
計
画
が

決
定
さ
れ
た
の
か
。

教
育
長　

同
意
・
不
同
意
の
状

況
を
事
務
局
か
ら
報
告
を
受

け
、
協
議
を
重
ね
計
画
ど
お

り
進
め
る
結
論
を
得
た
。

問　

８
月
５
日
に
原
、
西
島
小

学
校
保
護
者
会
が
、「
同
意

書
の
解
釈
」
の
質
問
書
を
提

出
し
た
。
そ
こ
に
は
、
後
期

統
合
計
画
に
は
不
同
意
で
あ

る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
同
意

４
、
不
同
意
５
、
保
留
２
に

な
り
、
不
同
意
が
多
く
な
る
。

統
合
推
進
の
た
め
数
字
の

操
作
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

学
校
教
育
課
長　

数
字
を
操
作

し
て
い
る
と
の
指
摘
は
実
に

不
本
意
で
あ
る
。
教
育
委
員

会
は
、
学
校
の
保
護
者
会
の

多
数
決
で
採
択
し
て
、
統
合

を
す
る
と
の
説
明
は
一
度
も

し
た
こ
と
は
な
い
。

「
要
望
」　

不
同
意
が
多
い
中
で

の
統
合
計
画
は
理
解
で
き
な

い
。
そ
の
疑
念
を
取
り
除
く

た
め
、
教
育
厚
生
常
任
委
員

会
に
所
管
事
務
調
査
を
要
請

し
調
査
し
て
も
ら
い
た
い
。

　
　

保
護
者
も
町
民
も
、
納
得

し
た
な
か
で
進
め
る
べ
き
で

あ
る
。

不
同
意
が
多
い
な
か
で
統
合
計
画
の
決
定
は
理
解
で
き
な
い
が

多
数
決
で
の
採
択
で
決
定
す
る
と
の
説
明
は
し
た
こ
と
が
な
い

松浦　　隆 議員

学校統廃合問題

問

答

西島小学校校舎全景
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問　

憲
法
第
99
条
は
、
国
家
権

力
を
束
縛
し
、
多
数
派
や
権

力
の
横
暴
か
ら
少
数
派
や
国

民
を
守
る
と
い
う
立
憲
主
義

を
示
し
て
い
る
が
、
町
長
の

見
解
は
。

町
長　

立
憲
主
義
に
つ
い
て
は

理
解
し
て
い
る
が
、
町
議
会

で
憲
法
議
論
を
行
う
こ
と
は

ど
う
か
と
思
う
の
で
、
こ
れ

以
上
は
差
し
控
え
る
。

問　

サ
ン
ニ
チ
で
行
っ
た
県
下

27
市
町
村
長
へ
の
「
集
団
的

自
衛
権
の
是
非
調
査
」
と
い

う
ア
ン
ケ
ー
ト
に
、
町
長
は

「
集
団
的
自
衛
権
は
認
め
る
」

「
閣
議
決
定
に
よ
る
憲
法
解

釈
は
認
め
る
」
と
答
え
て
い

る
が
、
そ
の
理
由
は
。

町
長　

私
の
回
答
内
容
が
、町

政
に
不
利
益
に
な
っ
た
と
は

考
え
て
い
な
い
。集
団
的
自

衛
権
を
行
使
す
る
と
い
う
意

思
表
示
が
抑
止
力
を
高
め
る

と
考
え
る
が
、範
囲
は
限
定

さ
れ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

問　

憲
法
第
９
条
は
、戦
争
を

し
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

「
武
器
や
戦
力
を
保
持
し
な

い
、交
戦
権
を
認
め
な
い
」と

い
う
も
の
で
、自
衛
隊
が
国

連
平
和
維
持
軍
で
イ
ラ
ク
へ

派
遣
さ
れ
た
と
き
に
死
者
も

負
傷
者
も
出
な
か
っ
た
。

　
　

第
９
条
に
つ
い
て
ど
う
考

え
る
か
。

町
長　

憲
法
第
９
条
は
、
誇
り

う
る
条
文
で
あ
る
。

問　

米
国
が
集
団
的
自
衛
権
を

歓
迎
す
る
と
言
っ
て
い
る
以

上
、
今
後
、
戦
争
へ
の
参
加

を
求
め
て
く
る
の
は
明
ら
か

だ
し
、
中
国
や
北
朝
鮮
が
戦

争
を
仕
掛
け
て
く
る
恐
れ
も

十
分
に
あ
る
。
現
在
、
自
衛

隊
員
は
25
万
人
だ
が
、
実
際

に
戦
争
が
始
ま
れ
ば
、
徴
兵

制
が
し
か
れ
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
徴
兵
制
に
つ
い
て

ど
う
考
え
る
か
。

町
長　

安
保
条
約
が
抑
止
力
と

な
り
、平
和
が
続
い
て
い
る
。

集
団
的
自
衛
権
が
抑
止
力
と

な
り
今
後
も
平
和
が
続
く
国

で
あ
っ
て
ほ
し
い
し
、そ
う
あ

る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

中
部
横
断
自
動
車
道

問　

町
内
に
で
き
る
。「
仮
称

身
延
イ
ン
タ
ー
」
を
「
下
部

温
泉
イ
ン
タ
ー
」
と
い
う
名

称
に
で
き
な
い
か
。

建
設
課
長　

決
定
権
は
、国
交

省
に
あ
り
、国
交
省
が
素
案
を

作
成
し
、町
に
意
見
照
会
が
く

る
。県
道
路
適
正
化
委
員
会

に
て
審
議
が
行
わ
れ
、関
東
地

方
整
備
局
長
に
上
申
し
て
決

定
す
る
と
い
う
手
順
で
あ
る
。

問　
「
仮
称
中
富
イ
ン
タ
ー
」

周
辺
整
備
で
、
下
田
原
か
ら

国
道
52
号
へ
橋
が
か
か
り
、

「
下
田
原

｜

市
之
瀬
ト
ン
ネ

ル
」
が
で
き
る
と
聞
い
て
い

る
。
こ
の
工
事
主
体
、
工
事

費
及
び
費
用
対
効
果
（
Ｂ
／

Ｃ
）
は
ど
れ
ほ
ど
か
。

建
設
課
長　

主
体
は
県
で
あ

り
、
周
辺
整
備
の
工
事
費
は
、

60
億
円
で
あ
る
。
Ｂ
／
Ｃ
は
、

国
の
採
択
基
準
の
１
を
超
え

て
い
る
。
下
田
原

｜

市
之
瀬

間
は
、
現
時
点
で
は
県
の
計

画
に
入
っ
て
い
な
い
。

問　

現
在
、２
車
線
だ
が
、い
つ

４
車
線
に
な
る
の
か
。

建
設
課
長　

国
交
省
が

交
通
量
の
推
移
、
周

辺
状
況
等
を
勘
案

し
、
必
要
に
応
じ
て

検
討
す
る
と
聞
い
て

い
る
。

問　

開
通
に
向
け
て
ど

の
よ
う
な
施
策
、
構

想
が
あ
る
か
。

政
策
室
長　

流
通
や
通

勤
が
速
く
な
り
、
Ｕ

タ
ー
ン
等
で
「
鎮
守

の
森
」
構
想
や
定
住
促
進
に

結
び
付
く
と
考
え
る
。

問　

下
部
地
区
住
民
は
、「
下

田
原

｜

市
之
瀬
」
よ
り
「
三

沢

｜

市
之
瀬
」
を
望
ん
で
い

る
が
、
今
後
の
予
定
は
。

町
長　
「
三
沢

｜

市
之
瀬
」
に

つ
い
て
は
、
毎
年
県
に
お
願

い
し
て
い
る
。「
下
田
原

｜

市
之
瀬
」「
三
沢

｜

市
之
瀬
」

と
も
に
強
力
に
要
望
し
て
い

く
。

立
憲
主
義
を
ど
う
考
え
る
か

国
家
権
力
を
縛
る
も
の
だ
が 

町
議
会
で
の
憲
法
議
論
は
差
し
控
え
る身延町議会現地視察

中部横断自動車道醍醐山トンネル

問

答

集団的自衛権

芦澤　健拓 議員

一 般 質 問
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一 般 質 問

渡辺　文子 議員

な
ぜ
、
今
、
統
廃
合
を
急
ぐ
の
か

一
中
３
小
、
議
決
し
て
３
年
経
過

問　

教
育
委
員
会
か
ら
回
覧
文

書
で
、
保
護
者
や
住
民
か
ら

意
見
を
聞
い
た
が
統
廃
合
は

避
け
ら
れ
ず
、
計
画
ど
お
り

進
め
る
と
あ
っ
た
が
、
こ
の

一
枚
の
回
覧
文
書
で
納
得
出

来
る
と
思
う
か
。

教
育
長　

保
護
者
に
は
別
の
文

書
で
通
知
し
た
。
町
民
の
み

な
さ
ん
に
決
定
の
報
告
を
早

く
知
ら
せ
た
い
た
め
で
あ
る
。

問　

教
育
的
見
地
か
ら
統
廃
合

を
提
起
し
た
と
あ
る
が
、
教

育
的
見
地
と
ま
ち
づ
く
り
は

一
体
で
考
え
る
も
の
。
宅
地

を
売
り
出
す
の
に
す
ぐ
近
く

の
学
校
を
な
く
す
の
は
整
合

性
が
な
い
。

教
育
長　

統
廃
合
計
画
は
ま
ち

づ
く
り
と
合
致
し
て
い
る
。

問　

学
校
が
な
く
な
っ
た
時
か

ら
地
域
の
崩
壊
が
始
ま
る
。

　
　

過
疎
が
進
み
人
口
を
止
め

る
こ
と
が
出
来
ず
に
い
る
こ

の
町
で
、
な
ぜ
今
、
学
校
の

統
廃
合
を
進
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
。
学
校
を
残
し

て
、
い
か
に
地
域
が
生
き
残

る
の
か
を
考
え
る
の
が
行
政

の
仕
事
だ
。

教
育
長　

小
学
校
が
な
く
な
れ

ば
地
域
が
な
く
な
る
と
は
思

わ
な
い
。

問　

統
廃
合
の
話
が
始
ま
っ
て

か
ら
、
久
那
土
や
常
葉
で
引

っ
越
し
て
し
ま
っ
た
方
が
い

る
が
、
こ
れ
が
崩
壊
の
始
ま

り
で
は
な
い
の
か
。

教
育
長　

私
は
存
じ
あ
げ
な

い
。

問　

知
ら
な
い
と
言
う
の
は
無

責
任
だ
。
住
民
や
保
護
者
の

思
い
を
把
握
す
べ
き
だ
。

学
校
教
育
課
長　

統
廃
合
が
正

式
に
決
定
し
て
い
な
い
の
に

転
出
し
た
の
は
、
事
前
に
心

積
も
り
が
あ
っ
た
と
考
え
る

の
が
妥
当
と
思
う
。

問　

子
ど
も
た
ち
の
手
紙
が
届

い
て
い
る
が
、
行
政
と
し
て

一
番
大
事
な
の
は
、
こ
の
計

画
に
つ
い
て
こ
ど
も
た
ち
や

住
民
の
考
え
を
知
る
こ
と
で

は
な
い
の
か
。

教
育
委
員
長　

時
間
的
に
ま

だ
、
読
ん
で
い
な
い
が
、
判

断
力
等
の
問
題
で
子
ど
も
の

意
見
は
と
ら
な
い
と
な
っ
て

い
る
。

問　

子
ど
も
た
ち
は
手
紙
で

「
統
合
し
な
い
で
」
と
訴
え

て
い
る
。
親
も
地
域
も
な
ぜ

今
、
統
廃
合
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
分
か
ら
な
い

と
言
っ
て
い
る
が
。

教
育
委
員
長　

小
学
校
７
校
の

う
ち
複
式
学
級
が
６
学
級
あ

り
、
手
だ
て
を
し
て
い
る
が
、

こ
れ
を
早
く
解
決
し
た
い
。

１
中
３
小
に
つ
い
て
議
会
が

議
決
し
て
３
年
も
経
っ
て
い

る
。

　
　

こ
の
２
点
が
主
な
理
由
で

あ
る
。

問　

子
ど
も
た
ち
は
生
き
生
き

と
仲
良
く
学
校
生
活
を
送
っ

て
い
る
。
人
数
が
少
な
い
か

ら
と
、
な
ぜ
早
く
統
廃
合
を

進
め
る
の
か
。
今
の
学
校
教

育
は
子
ど
も
の
た
め
に
な
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

教
育
委
員
長　

現
在
の
教
育
は

す
ば
ら
し
い
が
、
大
勢
の
相

手
が
あ
れ
ば
さ
ら
に
伸
び
る

能
力
が
あ
り
、
統
合
が
必
要
。

問　

町
の
存
続
に
関
わ
る
大
き

な
問
題
を
論
議
し
て
い
る
の

に
、
紙
切
れ
一
枚
で
は
納
得

出
来
な
い
。
住
民
の
皆
さ
ん

が
納
得
出
来
る
よ
う
働
き
か

け
が
必
要
だ
。

学
校
教
育
課
長　

紙
切
れ
一
枚

と
言
わ
れ
る
が
、改
め
て
結

果
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
り
、

前
段
と
し
て
10
年
以
上
の
経

過
が
あ
る
。説
明
会
や
保
護

者
に
も
十
分
な
説
明
は
果
た

し
て
い
る
。

問　

説
明
会
で
住
民
か
ら
不
安

や
不
満
が
出
た
が
、
こ
れ
に

対
処
し
た
の
か
。

学
校
教
育
課
長　

い
た
だ
い
た

意
見
を
総
括
し
、
見
解
を
全

戸
に
配
っ
て
あ
る
。

学校統廃合問題

問

答
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田中　一泰 議員

街
路
灯
・
防
犯
灯
の

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
推
進
に
つ
い
て

問　

防
犯
灯
１
灯
当
た
り

３
１
５
円
が
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
す

る
と
１
４
８
円
に
な
る
。

　
　

町
民
、
区
民
の
負
担
の
軽

減
、
省
資
源
、
節
減
、
明
る

さ
を
確
保
し
て
地
域
の
防
犯

効
果
の
向
上
を
促
進
す
る
た

め
に
も
、
変
換
工
事
の
補
助

を
考
え
て
い
る
か
。

総
務
課
長　

町
で
も
消
費
電
力

の
抑
制
に
努
め
、
各
施
設
に

応
じ
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
し
て
い
る
。　

現
在
、
夜
間
に
お
け
る
各
種

犯
罪
の
未
然
防
止
を
目
的

に
、
事
業
費
の
２
分
の
１
を

限
度
に
防
犯
灯
建
設
事
業
補

助
金
制
度
が
あ
る
の
で
、
こ

の
制
度
を
活
用
し
推
進
を
図

る
。

子
育
て
の
支
援
の充

実
を

問　

急
激
な
人
口
減
少
、
少
子

化
の
進
展
に
対
す
る
対
策
が

求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
子
育

て
し
易
い
環
境
の
整
備
と
、

町
お
よ
び
地
域
住
民
の
支

援
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
い
う

体
制
が
大
切
だ
と
思
う
。

　
　

町
と
し
て
の
子
育
て
支
援

の
取
り
組
み
と
基
本
的
な
考

え
方
は
。

子
育
て
支
援
課
長　

国
で
27
年

度
か
ら
、
子
ど
も
・
子
育
て

新
支
援
制
度
を
始
め
る
予
定

で
、
本
町
で
も
こ
の
新
制
度

の
事
業
計
画
を
身
延
町
子
ど

も
・
子
育
て
会
議
を
中
心
に

策
定
中
で
あ
る
。

学
童
保
育
の
さ
ら
な
る
充
実

保
育
事
業
の
充
実
も

問　

学
童
保
育
を
希
望
す
る
保

護
者
も
増
え
て
い
る
と
思
う

が
、
安
心
し
て
子
育
て
で
き

る
支
援
体
制
、
環
境
整
備
へ

の
取
り
組
み
は
。

子
育
て
支
援
課
長　

学
童
保
育

の
登
録
児
童
数
は
１
９
７
人

で
1
ヶ
所
あ
た
り
平
均
25
・

6
人
が
利
用
し
て
い
ま
す
。

利
用
は
原
則
午
後
6
時
ま
で

で
す
が
、就
労
の
都
合
な
ど
、

特
別
な
事
情
が
あ
れ
ば
そ
れ

に
応
じ
て
対
応
を
し
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
病

児
・
病
後
児
童
保
育
事
業
と
、

町
立
保
育
所
に
お
け
る
土
曜

日
の
一
日
保
育
を
実
施
し
ま

す
。
今
後
も
子
育
て
世
帯
の

支
援
の
た
め
に
、
保
育
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
に
努
め
る
。

防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
対
す
る
補
助
制
度
を

防
犯
灯
建
設
事
業
補
助
金
１
／
２
の
活
用
を

問

答

LED化推進

下部温泉郷
LED点灯式（昨年11月）

子
ど
も
子
育
て
の

ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て

要
望　

昨
年
度
実
施
の
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

策
定
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト

の
中
で
子
育
て
に
関
し
て
気

軽
に
相
談
で
き
る
所
が
少
な

い
の
で
、
相
談
し
や
す
い
工

夫
を
考
え
て
ほ
し
い
。

　
　

ま
た
、
子
ど
も
の
親
が
交

流
す
る
場
の
設
置
希
望
が
あ

っ
た
が
、
気
軽
に
集
ま
り
、

情
報
交
換
が
で
き
る
場
所
づ

く
り
も
検
討
さ
れ
た
い
。

一 般 質 問
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◆
研
修
場
所
・
研
修
内
容

　

一
日
目
　
長
野
県
小
川
村

　
　
・
農
業
振
興
に
つ
い
て

　
二
日
目
　
長
野
県
南
箕
輪
村

　
　
・�

人
口
増
加
の
要
因
、
子

育
て
支
援
策
に
つ
い
て

◆
一
日
目
の
小
川
村
は
、
長
野

県
の
北
部
に
位
置
し
、
人
口
約

３
、０
０
０
人
の
小
さ
な
村
で

あ
る
。
農
林
業
振
興
補
助
事
業

政
策
で
は
、
農
林
業
従
事
者
の

高
齢
化
に
伴
い
、
農
林
業
機
械

の
貸
し
出
し
や
農
作
業
の
受
託

等
、
耕
作
放
棄
地
の
解
消
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
小
川

村
農
林
公
社
「
み
ら
い
」
を
設

立
し
て
、
緩
衡
帯
整
備
、
放
棄

地
の
再
生
及
び
改
善
に
努
力
し

て
い
る
。

　
「
自
立
の
村
づ
く
り
」
を
目

指
し
て
、
様
々
な
支
援
事
業
が

伸
展
し
て
い
る
。

◆
二
日
目
の
南
箕
輪
村
は
、
伊

那
谷
の
中
で
最
も
広
い
田
園
地

帯
を
持
つ
農
村
で
あ
っ
た
が
、

中
央
自
動
車
道
開
通
に
伴
い
、

産
業
構
造
が
工
業
地
・
観
光
地

に
変
わ
っ
た
。

　

人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
が

叫
ば
れ
て
い
る
中
、
生
産
年
齢・

年
少
人
口
の
増
加
は
著
し
い
。

産
業
構
造
の
変
化
が
、
雇
用
の

創
出
と
人
口
増
加
の
主
因
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
児
童
（
18

歳
に
達
す
る
日
の
学
年
末
ま

で
）
の
医
療
費
の
無
料
化
、
保

育
料
の
大
幅
な
引
き
下
げ
等
支

援
策
が
充
実
し
て
い
た
。

◆表紙について
�太公望と同じくらいに、こ
の風物詩の訪れが待たれ
ます。自然の中での解放
感が伝わってきます。

◆町長行政報告
•�見出しの「迫る厳しい財政
状況…」インパクトが足り
ない。６年後には現状予算
から12 %近く減額になる。
危機感を持って町民に伝え
ないと第二の夕張になる。
•�節減合理化には大いに賛
成。何をどうするか細かい
説明がほしい。

◆一般質問
•�代表民主主義制だから、自分を応援してくれた住民を代
表しての発言は当然重要な役割とは思うが、町政の現状と
将来について、大所高所考えてもらいたい。
•�若い世代から「将来展望が見えない・・・」との声がある
旨の質問に対して、町長の答弁には失望。中部横断自動車
道開通による素晴らしい町になる根拠を具体的に示して
ほしい。

◆追跡（あの一般質問どうなった！）
•��乗合タクシーの利用状況を地域ごとに知り
たい。利用は高齢者が多いと思うので、乗車
場所を増やしたらどうか。
•�回答に担当部署名が入っていると、町民が
理解しやすい。

◆質疑応答
•�答弁で「算定の誤り、計上漏れ」は、読者に不信感
を与えるので、よいことではないと思う。
•�担当者は適確かつ機敏に業務を遂行してほしい。
チェック機能もしっかりと果たしてほしい。

◆討 論
反対者に一言。「やりたい事（理想）と、できる事（現
実）を考え、できる事を積み上げていくことがやり
たい事を実現する近道だと考える。やりたい事のみ
を声高に掲げても、理想の実現はできないと思う。

◆モニター通信等
議長、副議長の研修会の報告を紙面三分の一くらい
使用してもよいのでは。

◆保育所めぐり
笑顔と共に明るい子どもの声が聞こえてくるようです。子ど
もは世界の宝。大切に育てている様子が伝わり、感謝です。

★町政全般についての意見、要望等
•�学校が無くなると過疎化が進むのではなく、過疎化が進
んでいくと学校が無くなるのではないか。子どものことを
考えた統合計画をしてほしい。
•�学校統合しなければ教育委員会の怠慢のそしりは免れな
いという考え方が理解できない。町民との温度差を強く感
じる。子どもを増やす施策はないか。
•�インターチェンジができるが、それに対する具体的なビジョン
を町は示すべき。現状、観光的要素を持つ各地域への対策が
できてない。道の駅の整備等、町の細部を見渡す必要がある。

　◆町民と議員との懇談会
•�学校統合問題が大きな議題
となっている。保護者や一般
住民にとっても緊迫した問
題。議会はこの問題に対して
誠実に向き合い対処してい
るのか疑問。答弁に熱意が感
じられない。
•�「学校が無くなると過疎に
なる」というが、現状、学校
があるのに過疎が進んでい
る。統合反対の声が多いと聞
くとき、その方々の子孫が当
該校に就学すれば、学校はな
くならないのではと考える。

　
議
員
県
外
視
察
研
修
報
告

　	
　
〜
農
業
振
興
・
人
口
増
加
対
策
・

子
育
て
支
援
策
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
〜
◇研修日
７月１５日
〜１６日

議員との懇談会開催決定

◎場所		下部地区公民館
	 １１月１４日（金）
	 　午後７時３０分

◎場所		身延町総合文化会館
	 １１月１５日（土）
	 　午後７時３０分

◎場所		曙コミュニティーセンター
	 １１月１７日（月）
	 　午後７時３０分

※詳細は、回覧等で周知します。

（議会だより№３９の意見・感想等）

議会広報モニターの皆様のご意見・
ご感想等を要約したものです。

貴重なご意見等を参考に、町民の皆様が
読みやすい議会だよりを目指します。

モニター通信



保育園めぐり
み
ん
な
な
か
よ
く（
友
愛
）

み
ん
な
い
っ
し
ょ
に（
共
同
生
活
）

み
ん
な
元
気
に（
健
康
）

　

樹
齢
七
百
年
の
お
葉
つ
き
い

ち
ょ
う
の
大
木
に
見
守
ら
れ
な

が
ら
、
創
立
70
年
近
い
月
日
が

流
れ
て
ま
す
。

　

昭
和
23
年
９
月
、「
百
年
の

計
は
人
を
つ
く
る
に
あ
り
、
人

を
つ
く
る
は
幼
少
の
時
に
あ

り
」
と
有
志
相
図
り
、
母
親
の

悩
み
に
応
え
る
べ
く「
本
国
寺
」

の
開
山
堂
を
園
舎
と
し
て
、
本

園
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

心
身
の
健
全
な
子
ど
も
。

��

情
緒
豊
か
な
協
調
性
の
あ
る

子
ど
も
。

��

積
極
的
で
明
る
く
た
く
ま
し

い
子
ど
も
。

創
造
性
に
富
ん
だ
子
ど
も
。

��

思
考
力
の
基
礎
と
道
徳
性
の

芽
生
え
の
養
わ
れ
た
子
ど
も
。

　

思
い
や
り
の
あ
る
子
ど
も
。

　

自
然
に
囲
ま
れ
た
広
い
園
庭

で
、
園
児
の
健
康
づ
く
り
を
重

点
に
保
育
を
し
て
い
ま
す
。

　

基
礎
体
力
を
つ
く
る
た
め

に
、
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
、
ジ
ャ
ン

グ
ル
ジ
ム
、
鉄
棒
、
す
べ
り
台

等
、
豊
富
な
種
類
の
遊
具
と
と

も
に
、
砂
場
遊
び
、
一
輪
車
・

三
輪
車
や
縄
跳
び
、
サ
ッ
カ
ー
、

鬼
ご
っ
こ
、
か
け
っ
こ
を
し
て

伸
び
伸
び
遊
び
ま
す
。

　

夏
に
は
プ
ー
ル
で
、
も
ぐ
っ

た
り
泳
い
だ
り
し
て
一
年
を
通

し
て
体
を
鍛
え
、
特
に
体
操
教

室
で
は
、
本
格
的
に
体
操
を
学

び
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
講

師
を
招
き
英
語
教
室
を
開
講

し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
対
応

で
き
る
子
ど
も
の
育
成
に
努
め

て
い
ま
す
。

　

保
育
室
は
全
室
エ
ア
コ
ン
完

備
で
、
過
ご
し
や
す
い
環
境
の

中
で
保
育
を
行
い
ま
す
。

　

季
節
感
を
重
ん
じ
、
素
材
を

生
か
し
た
製
作
や
、
行
事
を
通

し
て
異
年
齢
児
と
の
交
流
を
大

切
に
し
、
思
い
や
り
の
心
が
育

つ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。 下

山
立
正
保
育
園
園

長
　

秋

山

修

子

● 
園 

の 

歴 

史

● 

保 

育 

目 

標

● 

保 

育 

内 

容

砂場でどろんこあそび
〜たのし〜〜い〜

プールあそび
　〜泳いで・もぐって・とび込んで〜

園外保育
〜クラフトパークへ〜

七五三のお祝い

戸外あそび

「
笑
顔
が

  

絶
え
な
い

　
　
保
育
園
」
で
す
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